
 

 

 

１ 制定理由 

令和４年１月１日から産科医療補償制度の掛金が現在の一分べん当たり１万６千円から１万２

千円に引き下げられること、及び社会保障審議会医療保険部会の「議論の整理」（令和２年１２月

２３日）において、少子化対策としての重要性から、出産育児一時金等の支給総額について４２

万円を維持すべきとされたことを踏まえ、令和３年８月４日に健康保険法施行令等の一部を改正

する政令が公布され、令和４年１月１日からの出産育児一時金の支給額が４０万４千円から４０

万８千円に改正されたところである。 

本市においては、これまで、国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金とし

て、一分べん当たり４０万４千円、産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産につい

ては、４２万円（４０万４千円＋加算額（産科医療補償制度掛金相当額１万６千円））を支給して

いたところであるが、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の支給額について改

正するため、青森市国民健康保険条例の一部について改正を行う。 

また、青森市民病院においても、分べん料中、産科医療補償制度の見直しに伴い、産科医療補

償制度に係る負担額について改正するため、青森市病院料金及び手数料条例の一部について改正

を行う。 

  ※産科医療補償制度…分べんに関連して発症した重度脳性まひ児とその家族の経済的負担を補償する制度 

 

２ 条例の改正項目について 

  ①青森市国民健康保険条例 

○出産育児一時金の支給額について、青森市国民健康保険条例第７条第１項に規定する「４０

万４千円」を「４０万８千円」に改める。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○本条例の制定後、青森市国民健康保険条例施行規則を改正し、加算する金額を現行の「１万６

千円」から「１万２千円」とする予定。 

青森市国民健康保険条例及び青森市病院料金及び手数料条例の一部を改正 
する条例の制定について（令和３年第４回青森市議会定例会提出予定案件） 

令 和 ３ 年 １ １ 月 １ ９ 日 
総 務 企 画 常 任 委 員 協 議 会 
税 務 部 国 保 医 療 年 金 課 

現行 改正後

改正イメージ

※産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産の場合

支給総額　４２万円 支給総額　４２万円

【支給総額の変更なし】

出産育児一時金 40万4千円
出産育児一時金

40万8千円
(+4千円)

加算額
（産科医療補償制度

掛金相当額）
1万6千円 加算額

（産科医療補償制度
掛金相当額）

1万2千円
（△4千円）



 

  ②青森市病院料金及び手数料条例 

○分べん料中、産科医療補償制度に係る負担額について、青森市病院料金及び手数料条例別表 

（第２条関係）に規定する「単体分べん１６，０００円、多胎分べん１６，０００円に胎児

数を乗じて得た額」を「産科医療補償制度に係る１分べん当たりの掛金に相当する額に胎児

数を乗じて得た額」に改める。 

 

３ 施行期日 

  令和４年１月１日 

（健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行期日及び産科医療補償制度の改定の適用日と同

日） 

 


